
・業務の委任

・申込契約

①工事申込者に確認すること 事前調査

②水道事業者に確認すること

③現地調査により確認すること

・直結式給水 事前協議

・増圧式給水　  　　　の検討

・貯水槽式給水

申請 ・給水装置工事申込書審査

・関係必要書類

a.道路占用許可書作成 b.道路占用許可受付

・市・町・県・国道路管理者 申請 （企業団が受付及び取り纏め

・私道土地所有者 道路管理者に提出）

・道路種別等の確認

・占用台帳記入

発行

d.道路占用許可書受取り c.道路占用許可
発行

e.道路使用許可書提出

・所轄警察署との協議

f.道路使用許可書受取り

納入 ・水道番号確定

g.工事（穿孔）施工日の設定 gへ       11へ（穿孔工事が無い場合）

h.給水装置工事着工届作成 i.給水装置工事着工届受付
提出 ※土日祝日含まず、施工日の3日以上前

予約簿記入

　　　給水装置工事フローチャート(標準)

6.給水装置工事設計書審査

2.基本調査

給水申込者（お客さま）

指定給水装置工事事業者（工事店） 越谷・松伏水道企業団（施設課給水装置担当）

3.埋設調査・給水計画協議

4.給水方式の決定

※道路掘削が伴う場合

1.給水装置工事申込

5.給水装置工事申込書作成

9.分担金・手数料納入

8.納入通知書受取り 7.納入通知書

10.分担金・手数料納入確認



k.仮復旧 j.工事（穿孔）立会検査

・本復旧までの落込みﾊﾟﾄﾛｰﾙ ※当日AM9：00までに実施連絡

・共同住宅は部屋割り表を作成

・共同住宅等、複数個（4個以上）出庫する場合は、

事前に書類を提出し、後日出庫（概ね2日後以降、要調整）

･チェックリスト添付 提出

(残留塩素測定等)

立会検査

交付

l.舗装本復旧着工届 m.舗装本復旧着工届審査
提出 ※土日祝日含まず、施工日の3日以上前

・自社復旧以外（②と③）は本復旧を確認すること nへ

①自社復旧

②本復旧は他事業者にて施工

③他占用事業者との調整

n.道路本復旧工事竣工届 o.舗装本復旧竣工図書審査

・復旧伝票、写真、施工図 提出

q.舗装本復旧検査立会 p.舗装本復旧検査
立会検査

s.完成検査証受取り r.完成検査証
交付

17.竣工検査立会

13.章標（水道番号）及び量水器の貸与

15.竣工図審査

11.竣工届作成

14.竣工図提出

提出12.給水契約申込書作成

・自然転圧期間は概ね3ヶ月を目処に復旧

19.工事竣工検査証受取り 18.工事竣工検査証

16.竣工検査


